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第１章 概況 

１．沿革 

江戸時代、福津市の区域内には 19の村と 3つの浦がありました。明治に入って間も

なく浦は廃止され、明治 5（1872）年ごろ津屋崎浦は津屋崎村と、勝浦浜は勝浦村と

合併、明治 9（1876）年福間浦は下西郷村と合併しました。 

明治 22年（1889）年の市制町村制施行により、19あった村は下西郷村・神興村・

上西郷村・津屋崎村・宮地村・勝浦村の 6村になりました。その後、津屋崎村は明治

30（1897）年に町制を施行、津屋崎町となり明治 42（1909）年には宮地村と合併、同

年下西郷村は福間町となりました。大正 7（1918）年、津屋崎町の大字であった奴山

が勝浦村と合併、枝村であった生家は津屋崎町に残りました。 

昭和 28（1953）年の町村合併促進法による、いわゆる「昭和の大合併」では、まず

昭和 29（1954）年に福間町・上西郷村・神興村が合併して福間町となり、この際、神

興村の村山田の大部分は宗像町へ移りました。翌、昭和 30（1955）年、津屋崎町は勝

浦村と合併し津屋崎町となりました。そして、平成 17（2005）年 1月 24日、福間町

と津屋崎町が合併し、福津市となりました。 

 

図 1- 1 行政区域の変遷（沿革）
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２．位置と広域的役割 

福津市は福岡県の北部に位置し、福岡市と北九州市に近く、福岡都市圏の東部に属

しています。北東側は宗像市、南東側は宮若市、南側は古賀市に隣接しており、西側

は玄界灘に面しています（図 1- 2）。また、東部を山、西部を海に囲まれ、特に海岸一

帯と宮地嶽神社周辺の山林は、昭和 31 年に玄海国定公園に指定され、風光明媚な自

然環境を形成しています。 

一方、交通網が東西にＪＲ鹿児島本線、国道 3号が延び、海岸線と並行して国道 495

号が走っており、福岡・北九州両政令指定都市への通勤・通学の利便性を背景とした

住宅地域として、さらには新鮮な食料品の生産供給地域としての広域的な役割を担っ

ています。 

図 1- 2 市の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料：福岡県市町村合併コーナーＨＰ】 
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３．気象 

市の気候は、西側に面した玄界灘を流れる対馬暖流の影響を受け、比較的温暖で気

候区は日本海型に属しています。過去 5年間の年平均気温は 16.6℃を超え、年間降水

量は 1600 ㎜前後となっています。この地域の最大の特徴は、冬季に曇りや雨の日が

多いこと、北西の季節風を受けて風の強い日が多いことです。 

 

図 1- 3 九州・山口の気候区分 

 

図 1- 4 福岡県の気温分布    図 1- 5 福岡県の降水量分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料：福岡の気象百年（福岡管区気象台）】  
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表 1- 1 福津市付近の気温と降水量 

 

【福岡管区気象台 宗像観測所データ】 

 

４．地象・水象 

市の行政区域は、東西約 10ｋｍ、南北約 13ｋｍに及び、面積は 52.76ｋ㎡です。西

は玄界灘に面し、東には許斐山（標高 271ｍ）や本木山（標高 268ｍ）、在自山（標高

249ｍ）、対馬見山（標高 240ｍ）などがあります。 

河川水系は、犬鳴山系を源とする本木川と畦町川、そして、それらが合流して西郷

川となり、大内川、桜川、上西郷川、井尻川などの支流を集めながら、市の南部を東

西に流れて玄界灘に注ぎ、全長は約 9ｋｍに及んでいます。冠岳西側、在自山東側の

水系は手光今川となり玄界灘に注いでいます。河川は、二級河川（県営）の西郷川、

手光今川の２つの河川等があります。 

また、久末ダムや農業用ため池などの止水域もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1,455.5 1,991.0 1,767.5 1,070.5 1,718.5
16.6 16.5 16.7 16.4 16.9



5 

 

図 1- 6 主要な山岳と海岸・河川・湖沼 

 

【資料：都市計画課／農林水産課】 
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５．人口 

国勢調査による福津市の人口は、福間駅東地区の土地区画整理事業による住宅地開

発等により大幅に増加しています。人口増に伴って世帯数も増加していますが、その

一方で 1世帯当たりの人口（平均世帯人員）は減少しており、核家族化の進行や一人

暮らしの高齢者の増加が考えられます。 

 

表 1- 2 人口・世帯数と平均世帯人員の推移 

  

                          【資料：令和 2年国勢調査】 

 

表 1- 3 人口動態の推移（各年 1月 1日～12月末日） 

（単位：人） 

 

【資料：市民課】 

  

3,064 6,402 9,466 12,002 24,190 36,192 3.82
3,393 8,247 11,640 12,811 29,320 42,131 3.62
3,641 9,704 13,345 13,484 34,020 47,504 3.56
3,829 10,472 14,301 13,421 36,152 49,573 3.47
4,196 12,787 16,983 14,033 40,111 54,144 3.19
4,604 14,086 18,690 14,298 41,480 55,778 2.98

- - 19,492 - - 55,677 2.86
- - 20,482 - - 55,431 2.71
- - 22,272 - - 58,781 2.64
- - 26,534 - - 67,033 2.53

937 518 587 1,015 3,208 2,193 8 17
1,064 504 613 1,176 3,248 2,072 10 13
1,172 546 575 1,198 3,522 2,324 3 10 7
1,435 36 613 577 1,397 3,506 2,109 2 9 7
1,381 2 641 639 1,379 3,566 2,187 0 14 14
1,650 647 656 1,658 4,092 2,434 1 12 11
1,524 10 631 621 1,514 4,092 2,578 0 10 10
1,000 76 684 608 926 3,343 2,417 12 14

594 641 664 609 3,037 2,428 8 18 10
630 608 759 785 3,474 2,689 10 14
312 587 781 499 3,199 2,700 7 19 12
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６．産業 

６－１．産業構造 

市には製造業などの産業の集積が少なく、第三次産業中心の産業構造となっていま

す。また農林水産業は担い手が減少しつつあり、若手の育成が急務となっています。 

 

 

表 1- 4 経済活動別総生産（令和３年度） 

（単位：100万円） 

 

 

 
 

【資料：福岡県市町村民経済計算】 

 

表 1- 5 産業別就業人口 

（単位：人） 

 

 

【資料：令和２年 国勢調査】 

 

 

 

 

  

1,004 12,676 4,895 10,805 16,740 2,601 3,072 505 3,393

0.7% 9.0% 3.5% 7.7% 11.9% 1.8% 2.2% 0.4% 2.4%

36,027 4,872 4,116 6,474 26,740 7,219 1,622 141,139

25.5% 3.5% 2.9% 4.6% 18.9% 5.1% 1.1% 100%

779 6,036 24,746 31,561

2% 19% 78% 100%
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６－２．農林水産業 

市では、農地は年々減少し(表 1- 6)、農家数も専業、兼業共に減少し(表 1- 7)、農

業従事者の高齢化が進んでいます。（図 1- 8）。農業形態は、これまで、米および露地

野菜を中心とした農業が展開されてきましたが、近年では経営の安定を図るため、米、

麦、大豆などの土地利用型農業や施設園芸（野菜・果実）・高級果実（クリームスイ

カ）・有機米など消費者ニーズにあった都市近郊型の高度技術・高収益型農業が盛ん

になっています。 

林業については、従事者は存在せず、材木として利用するための生産行為はほとん

どなされていません。 

また、漁業についても経営体数、漁業就業者などは減少傾向にあります（表 1- 9） 

 

表 1- 6 耕地面積の推移 

（単位：ha） 

 

【資料：福岡農林水産統計年報( H26まで)】 

【資料：九州農林水産統計年報(H27から)】 

 

表 1- 7 農家数・農業人口の推移 

（単位：戸） 

  

【資料：農林水産省 農林業センサス】  

1,230 917 315
1,220 904 311
1,200 895 305
1,180 885 296
1,160 870 292
1,150 862 289
1,150 859 286
1,140 853 284
1,130 850 279
1,140 845 298

1,354 711 643 296 142 154 1,058 569 489
1,220 610 610 263 131 132 957 479 478

946 507 439 267 139 128 679 368 311
850 465 385 210 101 109 640 364 276
747 349 398 181 85 96 566 264 302
533       -       - 171       -       - 362       -       -
466       -       - 173       -       - 293       -       -
378       -       - 166       -       - 212       -       -
284       -       - 121       -       - 163       -       -
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表 1- 8 年齢別の農業就業人口 

（単位：人） 

 

【資料：農林水産省 農林業センサス】 

 

図 1- 7 所有形態別林 

 

【資料：農林水産省 第 70次九州農林水産統計年報（令和 4年～5年）】 

 

 

 

表 1- 9 漁業の推移 

 

【資料：農林水産省 漁業センサス】 

45 27 11 6 0
44 26 22 13 8
70 39 31 26 17

159 92 64 45 25
160 109 67 43 30
255 202 140 95 47
415 311 207 138 190
175 99 108 104 53
234 162 88 104 78
225 182 138 83 91
197 246 285 230 127
831 689 619 521 507

1,345 1,092 890 704 859

54 48 41 35 21 45

97 93 70 55 31 38
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６－３．工業 

市では、工業事業所のうち、大手企業は、昭和 34 年企業誘致の条例により進出し

た（株）名糖産業（昭和 34年）と（株）キューヘン（昭和 35年）の 2社のみで、零

細企業が大半です。 

 

表 1- 10 製造業事務所数および製造品出荷額などの推移 

（単位：事業所／万円） 

  

【資料：経済産業省 工業統計】 

 

 

６－４．商業 

市の事業所数においては、卸売業は減少傾向にありますが、近年、大型郊外店が出

店したことにより、小売業の年間販売額の著しい増加がみられています。 

 

表 1- 11 事業所数と年間販売額の推移 

（単位：事業所／百万） 

   

【資料：経済産業省 経済センサス】 

 

  

30 2,634,387
28 2,809,409
32 2,646,955
25 2,892,451
25 2,762,274
24 2,930,647
24 3,008,621
24 2,664,578
28 2,889,554
28 3,068,440

54 11,803 392 53,502
57 12,597 402 64,754
51 17,039 405 63,548
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６－５．観光 

令和５年時点の観光入込客数は、年間約 643.8 万人ですが、そのうちの 99.6％が日

帰り客です。市は、福岡市と北九州市の中間に位置し、都市圏から車や電車でアクセ

スしやすい場所であることがその理由と推察できます。 

しかし、令和２年は新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言などの影響を受

け、観光入込客数は大きく減少しました。その一方で、観光に対する意識や価値観が

変化しており、令和４年度には新たなグランピング施設が開業するなど回復の兆しが

見受けられます。 

観光の目的別に見ると、「光の道」で有名な宮地嶽神社や、海水浴やマリンスポーツ

ができる海岸、世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群の一つである新原・

奴山古墳群などに県内外から多くの人が訪れています。また近年では、「かがみの海」

として知られるようになった福間海岸・津屋崎海岸・宮地浜を目的に市へ訪れる観光

客が増加傾向にあります。 

 

表 1- 12 観光入込客数の推移 

                                                                            （単位：千人） 

【資料：福津市観光振興課】 

 

 

表 1- 13目的別観光入込客数（令和 5年度） 

  

 （単位：千人） 

【資料：福津市観光振興課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自然 歴史･文化

総　数 36 5,303 0 380 558 141 20 6,438

温泉･健康
スポーツ･

レクレー

ション

行祭事
イベント

合計
その他観
光地点

都市型観光

年度
区分 客数 うち日帰 客数 うち日帰

合　計 5,709 5,692 4,734 4,717 4,762 4,741 5,837 5,812 6,438 6,413

令和5令和3令和2平成31 令和4
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表 1- 14 令和５年度観光イベント一覧 

 

  

 開花情報 イベント 

春 

(４～６月)  

桜（宮地嶽神社、大峰山、飯盛山、な

まずの郷、みずがめの郷） 

藤（宮地嶽神社、善福寺、寶蓮寺） 

ほうき桃、菖蒲（宮地嶽神社） 

ふくつの鯛茶漬けフェア 

お魚センターうみがめ周年祭 

 

夏 

(７～８月)  

ぼたん、つつじ、紫陽花（宮地嶽神社） 津屋崎祇園山笠 

さざえ祭り 

ふくつビーチサッカーフェスティ

バル 

秋 

(９～１２月)  

コスモス、彼岸花（新原・奴山古墳群） 

イチョウ（日吉神社） 

光の道スイーツフェア 

秋季大祭（各神社） 

手づくり市 

音楽散歩 

夕日のまつり（宮地嶽神社） 

プリンセス駅伝 in 宗像・福津 

畦町宿祭り 

ふくつフェスティバル 

認定農業者みかん狩り 

あんずの里感謝祭 

津屋崎千軒かき販売会 

マグロ祭り 

大しめ祭 

 

冬 

(１～３月） 

梅（ほたるの里） 

菜の花（新原・奴山古墳群） 

あんず（あんずの里運動公園） 

玉せり 

福津のいちご PR 

ふくつの古墳まつり 

スイーツウォーキング 

あんず祭り（あんずの里市） 

夕日のまつり（宮地嶽神社） 

 

【資料：観光振興課、商工振興課、農林水産課】 
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第２章 土地利用と開発 

１．現況 

市では、昭和 30年代後半から、福岡市・北九州市の２つの政令指定都市近郊の住宅

地として開発が急速に進み、市全体の面積に占める住宅地面積の割合は年々高くなっ

てきています。 

 

表 2- 1 土地利用の割合 

                            【資料：福津市税務課】 

 

 

表 2- 2 農地転用面積の推移 

                                     

（単位：ha） 

                           

                      【資料：福岡県 土地利用動向調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.5 7.1 1.6 8.8 6.9
2.8 2.8 1.2 5.5 6.2
1.7 2.2 0.4 3.2 0.7
0.0 2.0 0.0 0.2 0.0

1,667 31.6% 1,658 31.0% 1,639 31.1% 1,624 30.8% 1,604 30.8%

1,249 23.7% 1,248 24.0% 1,242 23.5% 1,237 23.4% 1,250 24.0%

857 16.3% 864 16.0% 823 15.6% 898 17.0% 834 16.0%

1,497 28.4% 1,506 29.0% 1,572 29.8% 1,517 28.8% 1,518 29.2%

5,270 100.0% 5,276 100.0% 5,276 100.0% 5,276 100.0% 5,206 100.0%
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２．土地利用計画 

市は、総面積 5,276haのうち約 66％の 3,475haが都市計画区域に指定され、そのう

ち福岡広域都市計画が 1,918ha、津屋崎都市計画（非線引き）が 1,557haと 2つの都

市計画からなっています。 

図 2- 1 都市計画総括図 

 

 

【資料：都市計画課】 

【令和 6年度版】 
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第３章 水（水質汚濁） 

１．水質の状況 

１－１．河川 

西郷川水系については、生活環境の保全に関する環境基準の類型指定（Ｂ類型）が

行われており、最下流部の浜田橋が環境基準点となっています。環境基準点のこれま

での水質（ＢＯＤ）は、表 3- 1のとおりです。以前は環境基準を超過する状況が続い

ていましたが、平成 22年度以降は基準内の数値となり、水質が保たれています。 

また、市が実施した水質測定結果は表 3- 2- (1) ～(5) のとおりです。 

 

表 3- 1 西郷川・浜田橋における水質経年変化（県実施分） 

 

【資料：福岡県 公害関係測定結果】 

 

語句説明 

pH《環境基準：6.5～8.5》 

水素イオン指数のこと。水素イオン濃度指数ともいわれる。水が酸性なのか、アル

カリ性なのかを示す基準。数値が中性（7.0）より小さければ酸性、大きければアルカ

リ性となる。 

 

BOD《環境基準：3mg/l 以下》 

生物化学的酸素要求量のこと。細菌が５日間で、汚れを分解するときに必要な水中

の酸素量で示す。汚れた水ほど数値が大きい。 

 

SS《環境基準：25mg/l 以下》 

浮遊物質量のこと。河川水をろ過して採取した浮遊物を乾燥して、重さを測る。濁

った水ほど数値が大きい。 

 

DO《環境基準：5mg/l 以上》 

溶存酸素量のこと。河川水に溶けている酸素の量を示す。汚れた水ほど酸素は少な

い。 

 

大腸菌数《環境基準：1,000 個/100ml 以下》 

大腸菌は、人を含む動物の腸管に生息している菌であり、動物の糞便に含まれてい

る。数値が高いほど水が汚染されているといえる。 

 

　　　年度

基準値 平成31 令和2 令和3 令和4 令和5

BOD（単位mg/ｌ） 3 2.1 1.5 2.1 2.1 1.7
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図 3- 1 河川水質調査地点 

 

【資料：うみがめ課】 

 

 

 

番号 地点名 番号 地点名
1 手光川 24 勝浦中川
2 八並川(吉原川合流点上流) 25 奴山川
3 本木川(西郷川合流点上流) 26 黒石川
4 西郷川(上水道取水口上流) 27 須多田川
5 本木川(取水口上流) 28 東竪川
6 苅目川(都市下水路上流) 29 在自川
7 本町都市下水路 30 中川
8 井尻川(西郷川合流点上流) 31 今川
9 寺溝都市下水路
10 福間都市下水路
11 四角都市下水路
12 上西郷川(西郷川合流点上流)
13 福間病院(排水口下水路)
14 東福間病院(排水口下水路)
15 筑前顕慈園(排水口下水路)
16 大内川(上土井丸堰橋下)
17 大内川(西郷川合流点上流)
18 桜川下流
19 西郷川（浜田橋下）
20 西郷川（樋の口橋下）
21 西郷川（ＪＲ鉄橋下）
22 西郷川（四角橋下）
23 西郷川（河原橋下）
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表 3- 2- ( 1)  令和５年度 河川水質検査結果（市実施分） 

 

【資料：うみがめ課】 
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表 3- 2- ( 2)  令和５年度 河川水質検査結果（市実施分） 

 

                                  【資料：うみがめ課】 
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表 3- 2- ( 3)  令和５年度 河川水質検査結果（市実施分） 

 

                                 【資料：うみがめ課】   
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表 3- 2- ( 4)  令和５年度 河川水質検査結果（市実施分） 

 

【資料：うみがめ課】 

 

  



21 

 

表 3- 2- ( 5)  令和５年度 河川水質検査結果（市実施分） 

 

【資料：うみがめ課】 
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１－２．海 

県が実施している海水浴場等水質調査結果は表 3- 3のとおりです。市内 3か所（福

間・津屋崎・宮地浜）の海水浴場において、直近 5年間で遊泳不適の海水浴場はあり

ませんでした。 

 

 

表 3- 3 海水浴場等水質調査結果の経年変化（遊泳期間中） 

 

【資料：福岡県 公害関係測定結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福間海水浴場
　　　年度

単位 平成31 令和2 令和3 令和4 令和5

透明度 ｍ 全透 全透 全透 全透 全透

COD mg/l 1.3 1.9 1.2 2.2 1.9

油膜 ― 無 無 無 無 無

ふん便性大腸菌群数 個/100ml30 2 不検出 24 6

水浴場水質基準による区分 ― A A AA B A

宮地浜海水浴場
　　　年度

単位 平成31 令和2 令和3 令和4 令和5

透明度 ｍ 全透 全透 全透 全透 全透

COD mg/l 1.4 1.6 1.5 2.1 2.1

油膜 ― 無 無 無 無 無

ふん便性大腸菌群数 個/100ml45 3 2 24 不検出

水浴場水質基準による区分 ― A A A B B

津屋崎海水浴場
　　　年度

単位 平成31 令和2 令和3 令和4 令和5

透明度 ｍ 全透 全透 全透 全透 全透

COD mg/l 1.5 1.7 1.9 2.2 2.1

油膜 ― 無 無 無 無 無

ふん便性大腸菌群数 個/100ml14 5 不検出 7 5

水浴場水質基準による区分 ― A A AA B B
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１-３．地下水 

市内の地下水の水質については、県が水質汚濁防止法に基づき実施している地下水

調査のほか、市が実施している市内地下水水質検査があります。結果は表 3- 4、表 3-

5のとおりです。 

 

表 3- 4 地下水質調査結果（県実施分） 

 

【資料：福岡県公害関係測定結果】 

（注）県の地下水調査の調査地点選定は県内を 10㎞メッシュに区画し、それぞれを 4分割し、4年で 

区画内を一巡する方法（ローリング方式）を採用しているため、福津市に調査地点がない年も 

あります。 

年度 平成30 平成31 令和3 令和4 令和5

地区名 津丸 宮司 大石 八並 福間南

項 目　　　　　　　　井戸深度 6.0 - 43.0 - 40.0 単位 mg/L

カドミウム <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 0.003以下

全シアン <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 不検出

鉛 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01以下

六価クロム <0.02 <0.02 <0.02 <0.01 <0.01 0.02以下

砒素 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01以下

総水銀 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005以下

アルキル水銀 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 不検出

ＰＣＢ <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 不検出

ジクロロメタン <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.02以下

四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.002以下

クロロエチレン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0006 0.002以下

1.2-ジクロロエタン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.004以下

1.1-ジクロロエチレン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.1以下

1.2-ジクロロエチレン <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.04以下

1.1.1-トリクロロエタン <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 1以下

1.1.2-トリクロロエタン <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 0.006以下

トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01以下

テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01以下

1.3-ジクロロプロペン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.002以下

チウラム <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 0.006以下

シマジン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 0.003以下

チオベンカルブ <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.02以下

ベンゼン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01以下

セレン <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.01以下

硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 3.40 10 1.9 15.0 3.0 10以下

ふっ素 0.27 <0.08 0.14 0.19 0.14 0.8以下

ほう素 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 1以下

1.4-ジオキサン <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.05以下

クロロフォルム <0.006 <0.006 <0.006 <0.0006 <0.0006 0.06以下

1.2-ジクロロプロパン <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 0.06以下

p-ジクロロベンゼン <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.2以下

トルエン <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 0.6以下

キシレン <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 0.4以下

環境基準値
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表 3- 5 地下水質調査結果（市実施分） 

 
【資料：うみがめ課】 

 



25 

 

２．水質汚濁の原因など 

２－１．工場・事業場 

水質汚濁防止法による特定施設は、令和 6年 3月末現在で、79施設（宗像・遠賀保

健福祉環境事務所届出）です（表 3- 6）。ここからの排水は、浄化槽などで処理後、公

共用水に放流されていますが、小規模事業場の中には、未処理のまま排水を放流して

いるところもあると考えられます。 

 

表 3- 6 水質汚濁防止法に基づく特定施設の内訳 

（令和 6年 3月末現在） 

 

【資料：福岡県 水質汚濁防止法等に基づく特定事業場等一覧】 

2

2

2

1

2

1

3

1

1

1

28

2

4

2

6

12

3

1

3

2

79
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２－２．生活系 

令和 5年 3月現在、人口 68,376 人のうち、約 5％の 3,496 人が生活雑排水未処理

人口です。その内訳は、非水洗化人口 2,500 人、単独浄化槽人口 996人となっていま

す。現在、下水道の整備が進み生活雑排水未処理人口が減少傾向にあります。 

【資料：第２次福津市一般廃棄物処理基本計画】 

 

２－３．畜産など 

令和６年３月現在の家畜飼育状況は、牛 108頭、鶏 67,599 羽程度となっています。 

【資料：農林水産課】 
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第４章 化学物質 

１．ダイオキシン類（古賀清掃工場関連） 

玄界環境組合では、古賀清掃工場（古賀市筵内地区）と宗像清掃工場（宗像市池浦

地区）で一般廃棄物の処理を行っています。市で発生した一般廃棄物は古賀清掃工場

で処理されています。 

玄界環境組合は、定期的に古賀清掃工場に関するダイオキシン類調査を実施してい

ます。調査結果は、以下のとおりです。 

 

１－１．古賀清掃工場排ガス中のダイオキシン類濃度 

法規制値：0.1ng- TEQ/㎥Ｎ以下 

工場自主管理基準：0.05ng- TEQ/㎥Ｎ以下 

 

表 4- 1 排ガス中のダイオキシン類調査結果 

 

（単位：ng- TEQ/㎥Ｎ）         

 

【資料：古賀清掃工場環境モニタリング報告書】         

  

  1 0.00048
  1 0.00043
  2 0.0026

  2 0.0013
1 0.0016
1 0.00049
2 0.001

  2 0.00069
  1 0.00011

1 0.00012
2 0.0019
2 0.00011
1 0.00015
1 0.00006
2 0.00017
2 0.00033

測定年月 系列 ダイオキシン類
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１－２．なまずの郷におけるダイオキシン類濃度 

大気中のダイオキシン類濃度 【環境基準：年平均値 0.6pg- TEQ/㎥以下】 

 

表 4- 2大気中のダイオキシン類調査結果 

（単位：ng- TEQ/㎥Ｎ） 

 

【資料：古賀清掃工場環境モニタリング報告書】 

 

土壌のダイオキシン類濃度 【環境基準：1000pg- TEQ/㎥以下】 

 

表 4- 3土壌中のダイオキシン類調査結果 

（単位：pg- TEQ/㎥） 

 

【資料：古賀清掃工場環境モニタリング報告書】 
単位 
１mg（ミリグラム）     ＝10－3g＝0.001g＝1000分の 1g 
１μg（マイクログラム） ＝10－6g＝0.000001ｇ＝100万分の 1g 
１ng（ナノグラム）    ＝10－9g＝0.000000001g＝10億分の 1g 
１pg（ピコグラム）    ＝10－12g＝0.000000000001g＝１兆分の 1g 

 

用語説明 

ダイオキシン類 

ポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン（PCDD）、ポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF）及びコプラナ

ーポリ塩化ビフェニル（コプラナーPCB）（または「ダイオキシン様ポリ塩化ビフェニル（DL‐PCB）」） 

を総称してダイオキシン類といいます。 

ダイオキシン類は、無色無臭の固体でほとんど水に溶けませんが、脂肪などには溶けやすい性質

を持っています。 

また、ダイオキシン類は、酸、アルカリをはじめとする他の化学物質とは容易に反応しない安

定した性質を持っていますが、太陽からの紫外線で徐々に分解されるといわれています。 

なお、ダイオキシン類の毒性の強さは、一番毒性の強い 2，3，7，8－四塩化ジベンゾーパラー

ジオキシンを１とし、それぞれの異性体ごとに換算した係数（毒性等価係数：TEF）を用い、足し

合わせた値（毒性等量：TEQ）で表します。  

ＰＣＤＤ ＰＣＤＦ Ｃo―ＰＣＢ
令和3年7月 0.007 0.0032 0.003 0.00089
令和3年12月 0.058 0.016 0.041 0.002
令和4年6月 0.0055 0.0029 0.002 0.00071
令和4年11月 0.0058 0.0029 0.0025 0.00035

測定年月
ダイオキシン類

0.033
0.0057

測定年月 ダイオキシン類
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第５章 騒音・振動 

１．騒音に係る環境基準 

 騒音に係る環境上の条件について、環境基本法の規定に基づいて、人の健康を保護

し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準が定められています。こ

の基準は目標値であり、それを達成するために騒音規制法などの法律が定められてい

ます。 

 福岡県では、騒音規制法に基づく区域区分を基に地域類型を当てはめています。一

般騒音と道路騒音に係る基準は、表 5- 1に示すとおりです。 

 

表 5－1 環境基本法に基づく騒音に係る環境基準 

  
【資料：うみがめ課】 

表 5- 2 騒音レベルと身近な音との比較 

 

【資料：全国環境研協議会 騒音調査小委員会】 

昼間 夜間

備考1）地域類型： Ａ 専ら住居の用に供される地域
Ｂ 主として住居の用に供される地域
Ｃ 相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域

備考2）昼間：6時～22時、夜間：22時～6時
備考3）幹線交通を担う道路：国道、県道及び4車線以上の市町村道
備考4）区域については、P35図5-1に図示

60dB以下

65dB以下60dB以下

70dB以下65dB以下

55dB以下45dB以下

60dB以下55dB以下

騒音規制法に基づ
く区域区分

地域類型

基準値

Ｃ 60dB以下50dB以下

第１種区域
(緑色)

第２種区域
(黄色)

第３種区域
(桃色)

65dB以下

Ｂ

Ａ

55dB以下45dB以下

一般地域
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２．道路交通騒音 

市内の主要道路の道路交通騒音の現状を把握するため、騒音測定および交通量調査

を行っています。騒音測定の結果、指定地域内の自動車騒音が環境省令で定める限度

（要請限度）を超え、道路周辺の生活環境が損なわれると認める場合には、騒音規制

法に基づき、県公安委員会に道交法に基づく交通規制等の実施の要請や道路管理者ま

たは関係行政機関に道路構造の改善に関し意見を行うことができます。 

要請限度は表 5- 3、調査概要と調査結果は、表 5- 4～6に示すとおりです。 

 

表 5- 3 自動車騒音の要請限度 

 
【資料：うみがめ課】 

 

表 5－4 調査場所と路線名

 
【資料：うみがめ課】  

      

表 5－5 騒音調査結果 

   

【資料：うみがめ課】 

備考） 区域については、P35図5-1に図示

70dB

75dB 70dB

65dB 55dB

第１種区域

第２種区域

第３種区域

75dB

70dB 65dB

Ｂb

75dB 70dB

c Ｃ

環境基準
類型

区域の
区分

騒音規制法に基づ
く指定地域

a Ａ

路線名 調査場所 車線数

国道３号 若木台交差点付近 4

国道495号 福間病院前付近 2

県道飯塚・福間線 JAむなかた福間支店前付近 2

旧JAむなかた宮司支店前付近

県道玄海・田島・福間線 ↓※令和2年度より測定地点変更

福津市複合文化センター前付近

備考)騒音計のマイクロホンは地面上1.2m～1.5mの高さとし、道路敷地境界付近に設置した。

2

平成31年 令和2 令和3 令和4 令和5

昼間 70 70 70 72 71
夜間 67 66 68 69 68
昼間 63 64 65 65 66
夜間 59 61 59 61 61
昼間 58 60 60 60 60
夜間 50 51 51 52 52
昼間 63 63 63 63 63
夜間 57 58 57 56 55

備考1)昼間：6時～22時、夜間：22時～翌6時

備考2)数値は24時間連続で毎正時から実測時間10分間の計測値を用いて算出した等価騒音レベル（LAeq）の値

備考3)要請限度に対する評価は、通常、連続する7日間のうち当該路線を代表する3日間について測定した結果を用いることと

      なっている。

　　　　　　　　　　　　　　　　年度
道路名

国道３号

県道飯塚・福間線

県道玄海・田島・福間線

国道495号
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表 5－6 交通量調査結果 

 

 【資料：うみがめ課】 

 

３．騒音規制法における「特定施設」・「特定建設作業」 

騒音規制法では、工場・事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施

設（特定施設）を設置する場合や著しい騒音を発生する建設工事の作業（特定建設作

業）を実施する場合の市町村への届出を規定しており、騒音の事前防止を図っていま

す。 

 

表 5－7 騒音に係る規制基準等  

 
【資料：うみがめ課】 

平成31年 令和2 令和3 令和4 令和5

昼間 471 495 488 468 492
夜間 111 95 87 93 97
昼間 188 198 196 199 192
夜間 30 30 25 32 26
昼間 77 95 98 89 85
夜間 12 11 9 11 10
昼間 141 78 76 81 82
夜間 19 10 10 10 9

備考1)昼間：6時～22時、夜間：22時～翌6時

備考2)数値は24時間連続で毎正時から10分間の断面交通量を上下別に集計した「大型車」「普通車・軽自動車」「二輪車」の

      合計値

国道３号

国道495号

県道飯塚・福間線

県道玄海・田島・福間線

　　　　　　　　　　　　　　　　年度
道路名

昼間 夜間

6時
～
22時

22時
～
6時

8時
～
19時

6時
～
8時

19時
～
23時

23時
～
6時

第１種低層住居専用地域

第２種低層住居専用地域

第１種中高層住居専用地域

第２種中高層住居専用地域

第１種住居地域

第２種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

※1）地域の類型 Ａ 専ら住居の用に供される地域

Ｂ 主として住居の用に供される地域

Ｃ 相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域

※2）特定施設が設置されている工場・事業場

※3）災害等の事態、人の生命等の危険防止などについての作業を除く

※4）区域については、P35図5-1に図示

用途地域

都市計画法
環境基本法
(環境基準)

騒音規制法

8条1項1号 16条1項 4条1項 15条1項

区
域
の
区
分

昼

一般環境 特定工場等（※2） 特定建設作業

騒
音
の
大
き
さ

朝・夕 夜 区
域
の
区
分

作
業
時
刻

作
業
時
間

連
続
作
業
時
間

作
業
日

１
号
区
域

55dB
以下

Ａ

55dB
以下

45dB
以下

第１種
区域
(緑色)

50dB
以下

第３種
区域
(桃色)

その他の地域（市街化調整区域等）

（※3）

Ｂ
第２種
区域
(黄色)

60dB
以下

地
域
類
型
（

※
1
）

一般　地域

19
時
か
ら
7
時
で
な
い
こ
と

1
日
10
時
間
を
超
え
な
い
こ
と

連
続
6
日
を
超
え
な
い
こ
と

Ｃ
60dB
以下

50dB
以下

45dB
以下

50dB
以下

65dB
以下

日
曜
日
そ
の
他
の
休
日
で
な
い
こ
と

85
dB
以
下
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表 5- 8 騒音規制法に基づく特定施設の届出状況

  
                            【資料：うみがめ課】 

 

表 5- 9 騒音規制法に基づく特定建設作業の届出状況 

 

       

                               【資料：うみがめ課】 

 

 

４．福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例における「特定施設」 

福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例では、工場・事業場に設置される施

設のうち、騒音規制法の対象を除く騒音を発生する施設（特定施設）を設置する場合

の市町村への届出を規定しており、振動の事前防止を図っています。 

 

 

 

 

 

 

施設の種類 工場等実数 施設数

１　金属加工機械 4 27

２　空気圧縮機等 18 127

３　土石用破砕機等 1 4

４　織　機 0 0

５　建設用資材製造機械 1 1

６　穀物用製粉機 0 0

７　木材加工機械 3 5

８　抄紙機 0 0

９　印刷機械 0 0

10　合成樹脂用射出成形機 0 0

11　鋳型造型機 0 0

合計 27 164

　　　　　　　　　　　　　　　　　年度
作業の種類 平成31 令和2 令和3 令和4 令和5

くい打機等を使用する作業 0 4 0 6 1
びょう打機を使用する作業 0 1 0 0 0
さく岩機を使用する作業 1 6 1 5 5
空気圧縮機を使用する作業 3 2 2 3 1
コンクリートプラント等を設けて行う作業 0 0 0 0 0
バックホウを使用する作業 4 3 3 4 0
トラクターショベルを使用する作業 0 1 0 0 0
ブルドーザーを使用する作業 0 0 0 0 0

合計 8 17 6 18 7
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表 5- 10 福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例に基づく 

特定施設の届出状況 

 

                             【資料：うみがめ課】 

 

５．振動規制法における「特定施設」・「特定建設作業」 

振動規制法では、工場・事業場に設置される施設のうち、著しい振動を発生する施

設（特定施設）を設置する場合や著しい振動を発生する建設工事の作業（特定建設作

業）を実施する場合の市町村への届出を規定しており、振動の事前防止を図っていま

す。 

 

表 5－11 振動に係る規制基準等 

 

2
0

0

1

0
1

2

0

0
2

0

6

0

8時
～
19時

19時
～
8時

第１種低層住居専用地域

第２種低層住居専用地域

第１種中高層住居専用地域

第２種中高層住居専用地域

第１種住居地域

第２種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

※1）特定施設が設置されている工場・事業場

※2）災害等の事態、人の生命等の危険防止などについての作業を除く

※3）区域については、P36図5-2に図示

4条1項 15条1項

用途地域

特定工場等（※1） 特定建設作業

都市計画法 振動規制法

8条1項1号

昼 夜 区
域
の
区
分

作
業
時
刻

作
業
時
間

連
続
作
業
時
間

作
業
日

振
動
の
大
き
さ

（※2）

区
域
の
区
分

第２種
区域
(黄色)

その他の地域（市街化調整区域等）

1
日
10
時
間
を
超
え
な
い
こ
と

連
続
6
日
を
超
え
な
い
こ
と

日
曜
日
そ
の
他
の
休
日
で
な
い
こ
と

75
dB
以
下

19
時
か
ら
7
時
で
な
い
こ
と65dB

以下
60dB
以下

第１種
区域
(緑色)

60dB
以下

55dB
以下 １

号
区
域
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【資料：うみがめ課】 

表 5- 12 振動規制法に基づく特定施設の届出状況

  
【資料：うみがめ課】  

 

 

表 5- 13 振動規制法に基づく特定建設作業の届出状況 

 

【資料：うみがめ課】  

施設の種類 工場等実数 施設数

１　金属加工機械 3 26

２　圧縮機等 8 37

３　土石用破砕機等 1 4

４　織機 0 0

５　コンクリートブロックマシン等 0 0

６　木材加工機械 0 0

７　印刷機械 0 0

８　ロール機 0 0

９　合成樹脂用射出成形機 0 0

10　鋳型造型機 0 0

合計 12 67

　　　　　　　　　　　　　　　　　　年度

作業の種類 平成31 令和2 令和3 令和4 令和5

1 5 0 5 2

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4 4 5 2 3

合計 5 9 5 7 5
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図 5- 1騒音に係る環境基準類型指定および規制基準指定区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料：うみがめ課】 
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図 5- 2 振動に係る規制基準指定区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ 資料：うみがめ課]  
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第６章 交通 

１．道路網と自家用車の利用 

市の道路網は、国道 3号、国道 495号などが縦貫し、また九州自動車道古賀インタ

ーチェンジまで自動車で約 10 分の距離にあるなど、福岡・北九州両方面と緊密に連

絡しています。 

 

表 6- 1 自動車交通量の推移 

（単位：台） 

 

【資料：国土交通省 道路交通センサス】 

 

表 6- 2 交通事故の発生状況 

（単位：人） 

 

【資料：福岡県警察 交通年鑑】 

 

２．公共交通機関の利用 

 

市の公共交通機関としては、福岡・北九州両都市を結ぶＪＲ鹿児島本線があります。

平成 22年 2月に旧福間駅は解体され、北九州寄りに 70ｍ移動し新設されました。 

鉄道利用者数については、いずれの駅も増加傾向にありましたが、令和 2年度及び 3

年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で減少しています。 

 

表 6- 3 鉄道利用者の１日平均乗車人員 

（単位：人/日） 

 

【資料：九州旅客鉄道株式会社】 

36,612 39,981 42,567 34,281 35,151

8,289 8,890 8,575 6,347 6,431

267 174 181 174 171
1 5 1 2 2

373 231 240 232 215

11,627 9,338 9,859 10,532 10,925

9,148 7,305 7,646 8,221 8,549

2,479 2,033 2,213 2,311 2,376
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バス路線は、西鉄バス、ＪＲバス、および平成 20年 4月からふくつミニバスが運行

しています。ふくつミニバスは現在、市内 5路線で運行しており、利用者の多くは高

齢者です。 

令和２年度、令和３年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、利用者数

は大幅に減少し、現在も以前の水準には戻っていない状況です。 

 

表 6- 4 ふくつミニバスの利用者数の推移 

（単位：人） 

 

【資料：都市計画課】 
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第７章 廃棄物およびリサイクル 

１．ごみ排出量の推移 

表 7- 1 ごみの総排出量 

 

【資料：うみがめ課】   

 

２．し尿処理量 

 

表 7- 2 し尿処理の推移 

 

【資料：宗像地区事務組合】 

 

【資料：うみがめ課】 

62,782 64,282 65,916 67,068 67,724 68,502 68,646

20,824 20,959 21,494 21,364 20,929 21,203 20,372

20,823,540 20,959,180 21,493,853 21,364,349 20,929,341 21,203,30920,374,504

17,494,240 17,830,090 18,202,950 18,275,380 18,082,760 18,404,80018,052,400

(20) (190) (280) 0 (390) (590)

161,967 202,646 166,950 183,689 183,689 195,814 207,269

1,353 1,630 7,220 3,036 3,970 5,358 12,399

1,836,840 1,705,360 1,963,190 1,900,150 1,776,070 1,842,300 1,429,400

2,620 2,500 2,439 2,665 2,569 2,421 2,532

1,326,520 1,216,954 1,151,104 999,429 856,642 752,616 670,504

365 365 366 365 365 365 366

909 893 891 873 847 848 811

954 946 945 946 928 - -

920 919 918 901 890 - -

13,481 12198 10979 11,081 6,861

9,553 8,792 7,607 7,870 4,567

- - - - 2,548

26.1 24.0 20.8 21.5 19.4

※古賀清掃工場の搬入実績には下水汚泥はあわせ産廃  のため除く    

※令和元年度の福岡県の 1人 1日あたりのごみ総排出量は令和 2年版環境白書（福岡県）より 
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３．廃棄物・リサイクルに係る施設 

 

図 7- 1リサイクルに係る施設位置 

 

 

【資料：うみがめ課】 
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４．一般廃棄物の処理 

宗像市、福津市、古賀市、新宮町は玄界環境組合を設立し、一般廃棄物の処分を行

っています。ごみ処理体制は、次のとおりです（表 7－3）。また、昭和５５年に竣工

した福間清掃工場の老朽化およびダイオキシン規制に伴い、平成１４年に古賀清掃工

場を建設し、同年１２月から稼動しています。 

 

４－１．収集・運搬 

 

表 7- 3 一般廃棄物の収集・運搬方法 

①ごみ 

 

【資料：第２次福津市一般廃棄物処理基本計画】 
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②し尿・浄化槽汚泥ほか 

 
【資料：うみがめ課】 

 

４－２．処理方法 

①ごみ 

表 7－4 一般廃棄物の処理方法 

 
【資料：うみがめ課】 

 

②し尿・浄化槽汚泥ほか 

 

【資料：うみがめ課】 
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５．指定ごみ袋 

ごみ袋の種類および令和５年度販売枚数は、以下のとおりです。令和５年７月から

粗大ごみの有料戸別収集が始まりました。 

 

表 7- 5 ごみ袋の種類と令和５年度販売枚数 

（令和 6年 3月末現在）  

 
【資料：うみがめ課】 

 

  

0.030 625 1,542,600

0.030 400 871,200

0.025 230 316,000

0.040 1,048 338,200

0.030 733 183,200

5,200 4,290
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６．分別収集 

福津市は分別ごみを 16項目に区分し、再資源化をおこなっています。 

 

図 7- 2 分別品目 

 
【資料：うみがめ課】 

 

表 7－6 分別収集による資源ごみ回収量 

（単位：㎏） 

【資料：玄界環境組合、うみがめ課】      

4,547 5,900 6,800 3,330 2,980
20,533 24,820 21,700 18,590 15,890

144,863 140,150 145,450 133,440 117,380
79,333 80,040 87,950 78,280 70,140
63,974 71,900 66,720 66,960 58,240
9,240 9,810 10,110 9,520 8,750
7,770 8,880 8,970 9,360 8,350

56,680 63,120 64,560 66,500 65,540

111,280 127,030 133,950 132,910 133,220

531,440 477,060 417,750 481,770 445,970
1,029,660 1,008,710 963,960 1,000,660 926,460
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７．古紙・古布の回収量の推移 

福津市の古紙類（古紙・古布）の回収は、市内の各種団体が行う集団回収及び福津

市中央公民館駐車場に設置している古紙・古着回収倉庫での拠点回収により行ってい

ます。 

 

表 7- 7 古紙・古布集団回収量 

（単位：㎏） 

 

【資料：うみがめ課】 

 

 

 

 

 

  

884,544 719,079 608,732 551,076 496,164

418,581 299,676 257,664 227,288 193,479

242,292 212,599 179,091 165,278 159,961

168,609 165,585 153,092 136,955 124,951

55,062 41,219 18,885 21,555 17,773

266,560 280,350 247,910 201,540 174,340

70,780 62,140 57,570 41,670 33,370

90,260 99,900 81,190 69,750 56,900

53,370 53,510 44,000 26,260 21,370

52,150 64,800 65,150 63,860 62,700

1,151,104 999,429 856,642 752,616 670,504
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８．家庭用廃食用油のリサイクル 

福津市では平成２２年度（平成２３年１月）より、資源の有効活用や水質汚濁の防

止を目的に、家庭用の使用済み食用油や賞味期限が切れた食用油を回収しています。

回収した家庭用廃食用油の量及び再生利用の内容は以下のとおりです。 

 

表 7- 8 家庭用廃食用油回収量 

 
【資料：うみがめ課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2,439 0 0 2,439

2,665 0 0 2,665

2,569 0 0 2,569

2,421 0 0 2,421

2,532 0 0 2,532
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第８章 上水道・下水道 

１．水利用 

市では、平成 22年 4月から宗像地区事務組合より上水道の供給を受けています。 

上水道の整備は、南西部の市街地や住宅団地を中心に整備されており、普及率は令

和３年度現在 88．5％となっています。上水道の年間有収水量は人口の伸びに伴って

増加傾向にありますが、１人１日当たりの平均給水量はほぼ横ばいになっています。 

 

表 8- 1 上水道給水量の推移 

（単位：千㎥） 

 

※年間有収水量は、家事用、営業用、官公署、その他の総量 

【資料：福岡県の水道、宗像地区事務組合】 

 

 

表 8- 2 １人１日平均給水量 

（単位：ℓ） 

 

【資料：福岡県の水道、宗像地区事務組合】 

 

 

用語説明 

有収水量 

水道料金徴収の基礎となった水量のこと。 

【福岡県の水道より】 

 

 

 

 

 

  

年度

年間有収水量 4,931 5,146 5,182 5,201 5,219

年度 平成31 令和2 令和3 令和4 令和5
福津市 261 269 268 262 261
県 277 281 280 279 未発表
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図 8- 1 上水道・簡易水道給水区域、水源など 

 

【資料：宗像地区事務組合】  
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２．水処理 

市では、平成 9年に公共下水道事業に着手し、平成 14年 3月には津屋崎浄化セン

ター、平成 20年 3月には福間浄化センターが完成しました。下水道管渠工事も進め、

年々下水道整備区域の拡大に努めているところです。 

令和 5年 3月現在の公共下水道の普及率は、99.7％となっています。公共下水道の

整備区域は図 8- 2に示すとおりです。 

また、生活排水処理の方法として、公共下水道事業認可外の区域では、合併処理浄

化槽設置への補助金制度を設けています。 

 

表 8- 3 下水道普及率の推移 

 

【資料：福岡県環境白書、下水道課】 

 

 

用語説明 

浄化槽 

し尿や生活雑排水を沈でん分解、あるいは微生物の作用による腐敗または酸化分解

などの方法によって処理し、それを消毒し、放流する小型の施設。 

 

合併処理浄化槽 

し尿とともに台所、風呂などからの生活雑排水を処理する浄化槽。 

 

 

 

  

区分/年度 令和2 令和3 令和4 令和5

市（下水のみ） 99.2% 99.4% 99.6% 99.7%

県（全体） 83.1% 83.7% 84.0% 84.3%

県（政令市外） 67.0% 68.2% 68.7% 69.3%
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図 8- 2 公共下水道計画一般図 

 

 

【資料：下水道課】 
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第９章 環境行政および環境保全活動 

１．公共エリア環境づくり事業（通称：アダプトプログラム） 

～公共エリア環境づくり事業（通称：アダプトプログラム）とは～ 

平成 12 年にスタートした事業で、ボランティア団体（住民や事業者など）と市と

が一体となって公共エリアの美化運動を進める事業のことです。 

ボランティア団体は、道路・公園・河川などの公共スペースの里親となって、継続

的に清掃活動などを行います。 

 

表 9- 1 公共エリア環境づくり事業実施団体および実施場所 

 

【令和 6年 3月末現在、32団体】 

 

【資料：うみがめ課】 

NO

1 久末ダム周辺

2 若木台４号公園

3 大和公園

4 会社周辺及び昭和公園

5 福間海岸

6 東福間第６(ひまわり)公園

7 新浜山児童公園

8 津屋崎海岸（新川～水産高校及び津屋崎西海岸（津屋崎中央病院の海側））

9 勝浦浜海岸

10 恋の浦海岸

11 東郷公園及びその周辺

12 会社周辺（県道97号線沿い小竹交差点付近、会社裏～林内科裏の小竹川）

13 福間海岸及び会社現場事務所周辺（宮司1丁目手光今川沿い市道）

14 学校周辺及び福間海岸等

15 北原の松林・福間海岸

16 福間海岸

17 福間海岸

18 会社周辺及びきさらぎ公園

19 上西郷高架下周辺

20 津屋崎内海周辺

21 勝浦浜・福間海岸

22 宮地浜及びその周辺

23 末広地域内

24 主に福間海岸、勝浦浜

25 渡地区、恋の浦海岸

26 福間海岸、福間漁港海浜公園近く

27 Life Investigation Agency 白石浜

28 花見海岸

29 大和2区内道路及び昭和公園内

30

31

32
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２．希少動植物種保護 

市内では、アカウミガメ、クロツラヘラサギなど、福岡県のレッドデータブックや

環境省のレッドリストに掲載されている希少動植物種が 269種確認されています。中

でもウミガメの保護には市民と行政が協力し合って取り組んでいます。市の近隣の海

岸は、アカウミガメの産卵地としては日本海側の北限にあたります。また、福津市は

平成 17 年に施行された「福津市ウミガメ保護条例」に基づきウミガメの保護活動を

行っています。 

 

表 9- 2 アカウミガメ上陸・産卵回数 

 

【資料：うみがめ課】 

 

 

 

用語説明 

レッドデータブック 

レッドデータブックとは、絶滅のおそれのある野生の動植物をリストアップし、そ

の現状や分布状況などを明らかにしたものです。 

なお、絶滅の危機にある生物のリストをレッドリストとよんでいます。 

【福岡県の希少野生生物より】 

３．外来生物への対応 

外来種とは、元来その地域にいなかったが、人間の活動によって他の地域から入っ

てきた生物のことです。環境省では、外来生物法に基づき、生態系、人体や農林水産

業へ悪影響をあたえる恐れがある１５６種類の移入動植物を特定外来種として規制

しています。 

 

 

 

 

  

1 1

1 1
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４．地球温暖化対策 

市では、地球温暖化の防止策の一環として、地球温暖化防止に係る啓発活動や省エ

ネルギー対策の推進を進めています。 

 

４－１．二酸化炭素排出量の推移 

令和３年度における福津市内の二酸化炭素排出量は 236千 t - CO2でした。基準年度

（平成 15年度）200.7 千ｔ- CO2と比較すると 17.6％増加しています。増加の要因と

して、世帯数の増加、大型商業施設の進出、製造業における生産活動が高まったこと

などが考えられます。 

表 9- 3 福津市の二酸化炭素排出量 

（単位：千ｔ- CO2) 

  

【資料：環境省】 

 

４－２．省エネルギー対策の推進 

市では、市民や事業所の皆さんが二酸化炭素排出量の把握及び評価、見直しができ

るよう、福岡県が取り組むエコファミリーへの登録の推進や市広報などを利用して節

電に関わる情報の提供を行っています。また、環境フォーラム等で県地球温暖化防止

活動推進センターや県地球温暖化防止活動推進員との連携により、エネルギーに関す

る啓発を行っています。 

 市においても庁舎エコオフィスプランに基づいた省エネルギー対策を推進してい

ます。 

 

表 9- 4 福津市内「九州エコファミリー応援アプリ（エコふぁみ）」ダウンロード数 

 

（単位：件)  

 

【資料：福岡県環境保全課】 

 

 

 

 

 

 

 

  

271.1 245.8 247.4 244 236

111 171 233 285
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５．環境保全活動状況 

５－１．自然環境保全保護活動の実施状況 

山から海までの広範囲をフィールドとして、市内では数多くのＮＰＯ法人、郷づく

り推進協議会、ボランティア団体、教育・研究機関が自然環境保全保護活動を実施し

ています。市内の松林では、地域の郷づくり推進協議会と中学校の生徒が共働して清

掃活動を定期的に行っていて、多世代交流の場となっています。 

 

５－２．環境保全活動と共働の仕組みづくり 

平成 29年 3 月策定の第 2 次福津市環境基本計画に基づき、人と人とのつながりを

広げていくことを目的にシンポジウムを開催し、環境団体間での情報共有の推進を行

いました。また、イオンモール福津にて環境フォーラムを開催し、環境団体と共働し

て情報発信を行いました。 

今後も継続していきながら、共働の仕組みづくりを行っていきます。 

 

５－３．エコショップ認定制度 

市では、ごみの減量化、回収・再生利用の推進など、環境保全行動を積極的に実施

する事業所をエコショップとして認定し、広報などを利用して市民のみなさんに周知

しています。エコショップ認定制度は、市民のみなさんには環境にやさしい消費スタ

イルの確立、事業者のみなさんには環境負荷の少ない事業所活動を推進していただく

ことを目的としています。 

令和５年度末（令和６年３月末）現在のエコショップ認定事業所数は、７３事業所

となっています。 

 

表 9- 5エコショップ新規認定事業所数 

（単位：件） 

  
3 1 0 0 1
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表 9- 6 エコショップ認定事業所一覧 

 

 

【資料：うみがめ課】 
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６．その他 

６－１．環境学習イベント 

市では、多くの方に環境について考え、学ぶ機会を持っていただくために環境学習

イベントを実施しています。令和５年度は表 9- 7のとおり実施し、参加者は 1, 671名

になりました。 

 

表 9- 7 令和５年度環境学習イベント 

（単位：人） 

 

【資料：郷育推進課、うみがめ課】 

 

６－２．情報提供 

広報ふくつ 環境掲示板（毎月 25日発行）、かんきょう新聞（年 1回発行）、市のホ

ームページや公式 LINEで、市全体の環境情報をお知らせしています。 

 

６－３．犬の登録状況 

 

表 9- 8 犬の登録数の推移 

（単位：頭） 

 

【資料：うみがめ課】 

  

16

9

14

13

24

19

18

12

1500

14

17

15

1,671

3,314 3,398 3,471 3,563 3,859
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第１０章 自然環境および法指定地域 

市には貴重な動植物や地形・地質を含む良好な自然地域が多く残されています。こ

れらの良好な自然は、次の世代に引き継ぐべき貴重な財産であって、積極的に保全し

ていかなければなりません。 

 

図 10- 1 「自然公園法」関連の指定地域【玄海国定公園区域】 

【資料：福津市うみがめ課】  
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図 10- 2 「鳥獣保護法」関連の指定地域【猟銃禁止区域】 

 

【資料：福岡県経営技術支援課】 

 

  

渡半島特定猟具（銃器） 

使用禁止区域 

五反田特定猟具（銃器） 

使用禁止区域 

宮司・在自特定猟具（銃器） 

使用禁止区域 

久末ダム特定猟具（銃器） 

使用禁止区域 

津屋崎干潟鳥獣保護区 

牟田池特定猟具（銃器） 

使用禁止区域 
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図 10- 3 「森林法」関連の指定地域【保安林】 

 
 

【資料：農林水産課】 
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図 10- 4 指定・登録文化財 

 

 

 

 

※ 

1- 4「新原・奴山古墳群」は、ユネスコ世界文化遺産  「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群に登録 

【資料：文化財課】 
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